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裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他第157条の２

の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検

、 、察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き その不安又は緊張を緩和するのに適当であり

かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内

容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添

わせることができる。

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若し２

くは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を

与えるような言動をしてはならない。

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身第157条の３

の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前（次条第１項に規定

する方法による場合を含む ）において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく。

害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人

又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態

を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人

から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が

出頭している場合に限り、採ることができる。

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名２

誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁

護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することがで

きないようにするための措置を採ることができる。

裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認め第157条の４

るときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を

尋問するために在席する場所以外の場所（これらの者が在席する場所と同一の構内に限

る ）にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しな。



がら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

一 刑法第176条から第178八条まで、第181条、第225条（わいせつ又は結婚の目的に

係る部分に限る。以下この号において同じ 、第227条第１項（第225条の罪を犯した。）

者を幇助する目的に係る部分に限る ）若しくは第３項（わいせつの目的に係る部分。

に限る ）若しくは第241条前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者。

二 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第60条第１項 の罪若しくは同法第34条第１項

第九号 に係る同法第60条第２項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰

及び児童の保護等に関する法律（平成11年法律第52号）第４条から第８条までの罪の

被害者

三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係

その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所に

おいて供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めら

れる者

前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の２

刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料

する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴

き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体（映像及び音声を同時に記録す

ることができる物をいう。以下同じ ）に記録することができる。。

前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記３

録に添付して調書の一部とするものとする。

親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをするこ第235条

とができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。

一 刑法第176条から第178条まで、第225条若しくは第227条第１項（第225条の罪を犯

した者を幇助する目的に係る部分に限る ）若しくは第３項の罪又はこれらの罪に係。

る未遂罪につき行う告訴

二 刑法第232条第２項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された

外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴

刑法第229条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日か２

ら六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。


